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昨今の医療用医薬品の供給状況や、それに伴う需給の逼迫を踏まえ、厚生労働省は2024年3月15日に変更
調剤の取扱いに関する通知を発出しました。医薬品の入手が限定されるために必要量が用意できないような
やむを得ない状況では、当面の間、変更調剤による対応を柔軟に取扱うとされています。今回はその内容に
ついてご紹介します。

現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて

2024年5⽉20⽇
83号

やむを得ない場合の当⾯の間の取扱い
後発医薬品の銘柄処⽅で、変更不可でない場合、患者さんの同意があれば先発医薬品(含量規格が異な
るもの・類似する別剤形のものを含む)を調剤可能。

薬剤料が⾼くなる場合も、患者さんの同意があれば含量規格が異なる後発医薬品や類似する別剤形の後
発医薬品への変更調剤可能。

類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場合の、次に掲げるグループ間の別剤形
(含量規格が異なる場合を含む)の医薬品への変更調剤可能。

ア 錠剤(普通錠)、錠剤(⼝腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服⽤固形剤として調剤する場合に限る)
（例︓アに該当する錠剤をイに該当する散剤への変更調剤）
※ウのグループ〔液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服⽤液剤として調剤する場合に限る)〕への変更は
認められていない

1⽇1回服⽤の場合

先発医薬品A錠

内服薬の変更調剤 〜先発医薬品銘柄名処⽅の場合〜

※含量規格が異なる後発医薬品⼜は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、規格・剤形の違いにより効能・効果
や⽤法・⽤量が異なる場合には従来通り対象外。

可否変更調剤のパターン処⽅せん記載
医薬品

後発医薬品A錠 同⼀規格・同⼀剤形

後発医薬品B錠 別規格・同⼀剤形

後発医薬品C錠 同⼀規格・グループ内別剤形

後発医薬品D散 グループ外別剤形
(別規格も可)

先発医薬品B錠 別銘柄・同⼀規格・同⼀剤形

先発医薬品A錠 同⼀銘柄・別規格・同⼀剤形

先発医薬品A錠 同⼀銘柄・同⼀規格・別剤形
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現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001229089.pdf
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi1-4.pdf

を加工して作成

1⽇1回服⽤の場合

後発医薬品A錠
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内服薬の変更調剤 〜後発医薬品銘柄名処⽅の場合〜

1⽇1回服⽤の場合
内服薬の変更調剤 〜⼀般名処⽅の場合〜

⼀般名処⽅
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可否変更調剤のパターン処⽅せん記載
医薬品

後発医薬品A錠 同⼀規格・同⼀剤形

後発医薬品B錠 別規格・同⼀剤形

後発医薬品C錠 同⼀規格・グループ内別剤形

後発医薬品D散 同⼀規格・グループ外別剤形

後発医薬品Eシロップ 同⼀規格・グループ外別剤形

先発医薬品 同⼀規格・同⼀剤形

先発医薬品 別規格 or 別剤形
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可否変更調剤のパターン処⽅せん記載
医薬品

後発医薬品B錠 別銘柄・同⼀規格・同⼀剤形

後発医薬品A錠 同⼀銘柄・別規格・同⼀剤形

後発医薬品C錠 別銘柄・同⼀規格
・グループ内別剤形

後発医薬品D散 別銘柄・同⼀規格
・グループ外別剤形

後発医薬品Eシロップ 別銘柄・同⼀規格
・グループ外別剤形

先発医薬品 同⼀規格・同⼀剤形

先発医薬品 別規格 or 別剤形
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3⽉15⽇通知 やむを得ない場合の当⾯の間の取扱い

3⽉15⽇通知 やむを得ない場合の当⾯の間の取扱い




